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事 旨

本旨文では､就学免除対象の非行少年等を攻寄する少年錠において､どのように教科 (学科)

指gが行われているかを分析するO特にrCTの才人と7クディプラーニングを取り入れた按秦は､

Elを引くものがある｡情報j5信技術 (lCT)の発展に伴い､少年院におけるICTを活用した教育

方法は､始まったばかりだが､花子黒坂やタブレットを上手く活Fflすることで､官別 ･一斉 ･協

同の授秦が可能になった｡将来的には､在藩校や教育関連施設など､ネットワーク化を回り､双

方向での情報共有や控薬ができることを期待したい｡

は じめに

明治姓薪後の西洋化の凍れの中で､義湯教

育推進運動が始まり､1872年には.学制が

牧けられた｡ しかし.当初は捜兵科を支払わ

なければならず.多くの子どもは､学校に行

けなかった.1900年に尋常小学校の授業料

が無併化されて就学科 ま向上したが､さまざ

まな非情で'芦校に行けない子どもの就学免除

は7Jf炎上存ltしていた｡

戦後､現在のいわゆる63制の鏡検教育体

制は､1947叫にスター トしたものである｡

その他地となるのは.日本国兼法第26粂第

21箕､及び､1947年に公布された教育基本法

節5粂茄1項である.それをふまえて､学校

教育法では r耽7枚携Jを明官している｡

また､学校教育法第16灸では.9年の普通

教育を受けさせる並横を､そして､学硬教育

法第17条では.保gE者が子をit:学させる

(学校に通わせる)a排を明監している｡た

だし､日本国ZE法では庇学弟嬢を明記してい

ないこともあって､就学先漢の原則をJt持し
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た上で､その例外的措定を隠めてきた.それ

が r鼓学並額の猶予又は免除｣規定である｡

学校救育it･耶18集では.r病弱､発-f不完

全その他やむを得ないgF由のため就学閃#と

認められる｣半合のみ.rfrTrT村の教育委且

会は就学義薪を耕予又は免除することが出来

る｣と規泣している｡この励起を受けて､文

部科学抑 ま､｢その他やむを得ない林由｣に

当たるlP例を公示している｡その一つが,

r児丑自立支援魔牧又少年院に収容されたと

き｣である.

そこで本独文では､就乍免除対穀の非行少

年等を収容する少年院において.どのように

教科 (学科)指事が行われているかを先行絵

文とききとりyr丑から分析する｡特に1Crの

斗人と7クディプラーニングを取り入れた便

掛 ま.日を引くものがある｡

なお.先行B文については.it学と修学の

使い分けがqt放なt)のが存在 している. しか

し.先行B文の引用にEtしては.そのままの

用静を使うことにする.なお.三省堂大辞#



研究始文

革によれば.r就■芦Jとは､r日本の教育法制

上では､戦前･戦後とも､凍務教育に関して

のみ使用される用75で).r教育を受けるため

に乍校に入ること.また.在学していること.｣

とされている.また､r官 学)とは､賢格､

迷路等で使われている r知Ztまたは能力を簾

得することJと脚 されている.本額では.

証学および捗乍の定掛 j:､この脚 を用いる.

Ⅰ 小 ･中学校への就学暮務 と例外措t

l 保tI書のtt苧暮携

わがLgでは.乍佼-の牧草を原則とする託

学漣凍初産を採用している｡その法的枚姓は.

日本国5*法第26粂祈2項の鹿定において､

Tその保3する子女に書油教育を受けさせる

並音を負 う.｣とうたっている.1947年に公

布された教書釜本虻の折5灸祈1項では､r国

民は.その保硬する子に､別に法律で定める

ところにより､書油救Jfを受けさせる弟講を

負う)と定めている.この規定を受けて､学

校政甘汝那16灸では.r保浅才 (子に対して

親権を行うb (.･ないときは､未成年後見

人) ･･は, I.子に九年の普通教育を受け

させる孜務を負 う｡｣と規淀している｡そし

て､保領有は､学校教育法第17粂第1項およ

び茄2切により.小学校および中学校に通わ

せる弟務を負っている｡

r就学鵡耕｣に関しては､学校教育法界

17粂節l項および邦2項に連反 した保健者に

対して耶EIJが牧けられている｡ただし､r正

当な理由がなく7日FZtl欠席 した児童生徒がい

れば､学校長は市rT村の教育委員会に通知し

なければならない人 また､｢その通知を受け

た教育委月余は､児女生徒の保軒 に対して､

出席を甘促すること｣になる｡ただし､骨促

されながら､子どもを学校に通わせなかった

保3着に対 しては.rlO万円以下の罰金｣

(学校教書法界144粂)という刑罰が課され

ることになっている.そのJi格な規定の葺用

のql外として.丑年を免除されるべき rやむ
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を得ない事由｣がある斗合には.それに扶当

する児垂 .生徒の保譲省は r斬い出｣を出さ

なければならない｡

2 少年庚における 一事する載7F'

少年院に入っている学lさ児童生徒の牡学に

ついての屯淡いについては､入所中の児女生

徒に学校教書にZFする教科拍叫を来港する

(文部科学大臣の輸告に従って行う)ことが

できるとされている.そこで､少年院法では.

第26灸では r教科♯有｣.第27灸では T学校

の教育課良にirする軟Ikの教科指事Jを定め

ている.

少年院の長は.(教科軟 利 を行い､かつ､

教科をtFめた児JEに対し.書了の事実を征す

る証明書を発行することができるとされてい

る.この五E明平は.学校教育法により役ilされ

た各学校に対応する教書較掛 こついて､各学

校の良が捜与する卒兼証書その他の証書と同

-の効力を有することとなっている.しかし､

突際には.後述するように.少年院の長が卒

業鉦笹を発行することは擁めてまれである｡

Ⅱ A少年院における教科教育及び停学

支援の取組の実態m査

1 tq壬の社章

(1)調査の日的

印犯防止推辿計画等検即金 (2017年5月31

日第4Lg])では､少年院在院石の教育を受け

る権利を国としてどのように保障していくの

か､議題の一つとして取り上げられた｡倹討

全委員の垂且である小畑#梅氏からは､少年

院の鍾JP支援体制の強化に合わせて､r少年

院でも分校の付股がSlましいJとの意見が述

べられている｡そこで菜箸は､小畑氏の少年

院内の公教育の斗人という提案について､少

年院ではどのように考えているかを知るため

に■蓋を実生した.策者は現状J(侍の立斗で

''申ずる教育"を搬 するとすれば､少年院

と学校等のより一月の連状による官学支律の
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鞘軌 ま虫穿となる｡また.軟材のEM発の在り

方を検討する必葬t>ある布から.少年院及び､

成人補正施政を含めて､基礎教育の保陣とい

うt点から甘草支凄件制の強化を図る現状維

持からの推書につなげていく.

(2)研究加太の方法

ますは､A少年院に関連する先行文献の検

討を行った.A少年院の教科教育や申する教

育に関する文itは少ないが､和田実の脊文

(2009年)や谷村凸昭の現廿の声 (2017年)

がある.他には､書木捻 (2011)等.日本

ら.それらの文itを事郵 こして､平間項目を

作成して､臣凍省1正局少年hB正Ztに71査依

頼を行った.そして､2018年3月から2018

年5月に法蔑省担当■且への聞き取り71蓋を

文施した.さらに.2018年9月にA少年院を

坊間して.発作の世業の様子等を見学し書見

への即き取りZll蓋を炎Jiした.

(3)*兼松果

2018年5月～9月初めにかけて法務省少年

成正也当省やA少年院から得られた回答に基

づき､現状分Vrを行った臆架である｡今後も.

継脱的に御兼を爽施したいと考えており､本

報告は､中rul箱炎の報菅である｡

2 A少年院における教科鞍7F及び修学支援

の取組

(1)A少年院のeE弊

一般的に少年院の処遇は.r段階を設けス

テップアップごと社会の生活に近づいたもの

とし､在院着の自覚による自発的自律的な発

達をE]相 しているJ(生野,2016,plO5)｡概

ね.入院後､2遭mJはqi独嘉で生活し.3月

r和目からは3つの熊田寮のいずれかにiB入す

ら.そして､出院の赦日南まで.JB入した集

団弁で生活することになる.また.hF正美鞍

という特有性から､ポ入院者の時期について
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は､どの少年院も.年間をidlじて五月雨的に

入院してくる.

本絹で紹介するA少年院は､r昭和46年に

頚務教育兼披丁の少年を収容する教科教育専

門J6投として指定されて以降､ ･1-TLで

中学生を主な棚 として収容し､処jA･指等を

実iしているJ 少年院である. したがって､

rht正教育としての r教科指事Jと杜会復帰

支援としての r甘辛支凍Jは､当院の卑親の

大きな桂となっているJ(谷村.2017,plらl).

現在､A少年院は.閑X.山梨.長野.蘇

海及び井関の家挺液刊所で訴1耳少年院送敦

の決定を受けた少年で.汝ね16鼓未所の男

子少年を収容 しているJk世である｡第1度少

年院とは､平成27(2015)年6月lElに施行

された少年院法に題づき､T心身に著しいNE

がいがないおおむね12故以上23歳未決｣を

収容する少年院である｡襟帯教育期間は.め

11か月となっている｡

A少年院の特徴は.主に鎖積教育の居捗を

必要とするEl(′ト学生銀携教育珊包).E2

Al(社会省応&複 I 頻耕軟骨を終了した

牙のうち､奴野上､件乍上.生活虎境の耕盤

上等､祉会適応上の冊雌がある者であって.

他の課程の類型には嫉LJJlLないもの)の少年

も現在収容されている｡また､A3(社会適

応殊粒】Il 外Iil人笹で､El本人と炎なる処遇

上の配慮を更する石)の少年も収容できる施

投となっている｡

2018年9月現在､入院fEのBL状については､

現在､新収容石のほぼ全ては､E2 (中学生)

であり.一杯､中学生で入院し､3月に中学

校を卒纂した在院者を収容している (AI).

なお､Alの対政少年は未だに入院した者は

おらず､A3少年もこの時はいなかった.

A少年院における少年院決定時の学年別

(平成29年)にみると.r中乍3年生Jが21人

(84%).r中学2年生)が4人 (16%)となっ

ている｡Jt軌 こいうと.[決定時Jと r入院
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時｣で異なるが.決起後数日で少年院に入院

することからも､それほど大きな違いはない｡

容するA少年院の特徴の一つに､入院率が高

くなるのが.r3月の卒業式in:前にピークと

なる.Jr･ 毎年このサイクルを練り返して

いる｡｣.まさに.中学3年生という進軌 こ向

けて大7FIL時期だけに.広蝶に住む在院者の

91姥I盤を在院中からJF月が一つ一つ行って

いくことになる｡そのた桝 こ､少年院dから

の■きかけが多く.在籍中学校佃への理解を

得ることや.保3着を含めて受戟按の決定や

故Jr先など､復学■並のJlLさが玉なり…

さらにT事なす長が求められている.

(2)入所時の学力横査 (CAPS)

在院少年の多くは､中学収在学中に.枝美

にBt擁的に事加 していたとは青い#い状態の

少年である.入院時の学力検査の範菜では.

r小学校中学年以下の学力と判定された者が

過半魚を占めており､基串学力の不足が新着

であるJ(和恥 2009.I)49) と指摘されてい

ら.A少年院では.現在も､｢CAPAS学力テ

ス トは大塊しているのかJ串ねたところ､平

成28年 (20L6年)時点では.rやっている｣

とのLgl答だった｡現地肋間した際にも再度確

悦をとり､2018年度も爽鬼 していることが

分かった｡

CAPAS学力テス トというのは､′小学生 ･

商学やレベルの乍カテストの一席で､入院前

の盛礎学力の習得状況と院内での教育効果を

検証するためにJi正協会が作成したものであ

る11)｡

A少年院では､平成17 (2005)年から

[入院時｣と r出院時｣に実施 している.A

少年院では､rCAPA5学力テス トは､入院時

(考査期間 7日)と出院時 (出院前期間

4F]間)に､国防 】と赦芋 Ⅰ (共に小学校程

皮)､理科 ･社会 (小学校中学年から中学校

程度)を実JGしているJ.
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その結果については､岩坂によれば､r入

院してくる少年の学力 (国防 Ⅰ､教学 Ⅰ)が､

小学校3年生からLI年生粒度である割合が高

く､一般中学生に比べ全体的に低い)(岩坂,

2008,p39)ことがdL諾されている｡書木C201I)

もまた.[入坑時の学力の平均はおおttね小

学収4年生であるJ(p84)と述べている.

岩坂は､CAPAS′芦カテス トの結果をふま

えて､在院少年のA体的な現状について.吹

のように相*している.r国75ljから､r小

学校3年生魚度までの漢字の書き取りや故解

はできるが.小4レベルの同席であるロ-マ

字になると､tEむことはできでも正しくロー

マ字を書くことができない状況にある少年が

いる.｣さらに.r高学年の添字書き放りにあ

るとかなりのRが関連うようになったり､文

書間用では,撲親潮の使い方ができなかった

り､放AF力のなさが見られたJ(p32).

また､r数学 H については､T約2封の少

年が小学校低学年粗虻の棚 である四則計算､

長さの関係 (1mはロcm)や文車間留の式を

立てて針弁すること.二等u三角形等の図形

の理解ができないことが分かった｡これらの

少年の共iiElした特徴は､3桁の引き井でつま

ずきが始まっている｣.rgEl'､九九をきちん

と甘えない､覚えていない少年も少なくない｡

特に､7の段になるととたんに音えなくなり

rンチJという発音の甘いづらさから光える

のを辞めてしまったという少年もいる｡｣､

r高学年のFu雌になると､分数や小数点の計

井がまったく分からず.下をつけない少年も

出てくる｡何とか計井したとしてもii5分や約

分.帯分数､仮分数の理解がないためにとん

でもない数字が答えとして出てきてしまうJ､

r古語能力の光速の遅れや淡書不足による沃

♯力のなさがここでも見られる｣(岩牧,2008,

p32)と拍Nしている.改めて､基礎教育の

保～の鞍点からも､ルビ振り等の軟材が必要

といえる.

また､入院者の特別知能検査 lQ の結果
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については､甘木によると､r平均はおおむ

ね90である｣(書木,2011,p84),泣凍省P_当

着にそれを蝕捜したところ.r年によって変

hfまあるものの状況はおおむね同じ状況下に

ある｣との回答だった｡A少年院に坊間した

J削こeL現 したところ､rIQIOO以上がいな<

低い便向の子もいる.平均的といわれるIQ

IOOが (12%).IQ99-80が (52%)､IQ70

以下が (36%)｣との回答だった｡

表書効果については.書木や岩貨のN査結

果から､学びの伸びしろがある少年が多いこ

とも分かってきた.

*木の▼l兼では. rlか東を例としてみた

CAPASの括果 4)美甘をみると､23名中､

r60以上が2名J､r50以上が7名J､r40以上が

9名JIいる｣(★木,2011,p85)ことが分かり､

岩坂の)童では､(入院時は､いずれも40前

後の偏差位であったのが.出院時には5-

9の広重位の上井がみられた｡Jとある (岩

i.2008,p3 1).

仮に.4Z幾世が出院時に､5-9の偏差値

の上昇があるとすれば､書木と岩坂の91査結

果から井注しただけでも､23名中､18名の

在院省が､乍習次節では､偏差値が70超え

する省が1名-2名､あるいは､60越えする

省が4銘～6名.そして､50越えする者が絞

出することが十分)所持できる｡

これらの紙製は､全て.昭子鮎巌等の教育

lTCを斗入するTITTの訓兼鶴見であり､亀子黒

板やタブレット蜂未を活用しながら､学ぶ意

欲をつかんだ少年であれば.更に伸びしろは

アップすることが予想される｡

しかし､多くの在院Aは､国防に関する基

礎的 ･基本的な知tの習得部分に#がある｡

特に､自ら.昏々 ･判断 穀現することができ

る国防力という点で､つまずきがみられる｡

元々､自分の思いや考えを7兼で表現する

ことがJIしい在院者が多い｡その獲得できて

いない背鼓には.他人的夢凶と環境要Egも脚

併しでおり.乳幼児期の生活見境が大きく影
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事しているといえる.在院少年の多くは､本

来､幼児肌 こ.並びの体5kから､人の甘舌を抑

くこと､自分のヰえ引括ナこと.与えること､

工夫すること.協力すること,我tBすること

など､人間形成の盛確になる力を身につける

べき時I剛こ.十分与えられてこなかった｡あ

るいは､1割こ､過度に住ま店が関わりiaぎて､

本来､自分で気づいて発見していく力を阻脅

してしまったという見方ができる.

牡らにとって一つ一つの学びに向かう力は.

いかに自分なりのJ7:び方が必事かということ

である.少年院では.体書を通じて.感じた

り､ヰえたりすることを大切にして.学ぶ奏し

さを知り.自分から謹んで学ぶ粟井を身につ

けるような摘叶をしていくことが求められる｡

3 A少年院における鼓料赦7Fとその指事に

ついて

(I)教科指事 (クラス分け)

教科頼事 (少年院法第26灸)は､学佼教

育法にjfじた指事を行い､顔凍教育の終了の

有無によるそれぞれの櫓叫声朝に基づく教官

を行うこととしている｡

在院箸の多くが不発牧であることから.

学習の遅れが我rAしく､riLt犯防止の観点からも

年齢相応の教兼知特の習相が必都林項といえ

る｡

A少年院では､大きく2つのニーズが)切待

されている｡一つは､学齢に対応した教科教

育の風州である｡もう一つが､在院糊ru中に

益凍教育をtFTした在院生で､高等学校准学

を希望する肴に対する補体的な教科教育であ

る.

A少年院における教科教育 (掃斗)の現状

については､内村白昭のB文 (2017年)r少

年頒正の現glから祈4回｣(以下､内村報告)

と､伊藤広行氏の r軟JR薪州J(2018年6月4

日 riI正教背Jk前Jh 4面､以下.伊藤報告)

の内容を牡捜しながら.Eqlき取り11査で得ら

れた内杏をあわせてみえる化する｡また､岩
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坂秀樹の■文 (2008年)と､和田実 (2009)

のh文の内容を紹まえて､約10年数年前の

状況と現在の状況を比較する.

少年院泣訴15粂那2項には､r在院者の処

jAに当たっては､中々の在院者の年l旨等の事

情を踏まえ.そのRの叔菅の利益を考J8して､

その特性に応 じたものとならなければならな

い旨が規定されている｡J(れ付,2017,p155).

現在では.tl秦は､8(ね､r午前が2コマ.

午後がlコマでとなっているが､午後の 1コ

マは､ある時とない時がある.J.r別に､体

育として.1時r耶粗度行い.クラブ活動もあ

る｣.

肪間Jl蓋から.載科軟青は､所Jt寮を基本

としクラスJB成が行われている｡クラスaZ成

は､能^別に分けてお り､AクラスはIQ75

～95､8クラスはlQ75-95､CクラスはIQ95

以上の少年というように振り分けている (岩

軌2008,p38).

収容石状況にもよるが､クラス分けについ

ては.｢2クラスで, 1クラス当たりの人数

は､汝ね､10名～15名､～20名塩皮で､塀

Llは､El-チ/ションを組み6-7名体制で

ある｣.約10やぶIに比べて.現在は. 1クラ

ス1たりの人軟は､約10名減である｡そこ

で､少人数のLb51別学習は光来しつつある｡在

院期側内に､rつまづき｣を解消させるべく､

基礎学ノブの向J:に照応を当てた学習の取組が

行われている｡

内村(2017)によれば､以前は.r3級の段階

(心と体の準備をする段階)から2級の段階

に漣むと.少年院での本格的な教育が始まり､

中学生に対する教科柑叫も本格的にfN始され

ら.｣､そしてrクラスも硬軟Jq成し.基礎クラ

ス.応用クラス ト段階ごとに#入させている｡

また.秋串以鰍 i､高校受*を考えている在

院軌 こ対応するクラスt>Jq成されるなど､本

人の適齢 こ応じて#人も行っているJ､さら

に､r教科も.茶托､救学.国籍､理科､社

会といった科L]に加え.青井や家庭科といっ
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た科ロについてもlt施しており.教員免許を

有する1暮月と一触の授裳については､外部鎌

師で行っているJ(内村.pplSl･152)とされ

ていた.

最近では､教科指gtの父滝に当たっては.

r在院着の学力に轟があることがら.習魚座

BJJクラスfl虚をしている.Aクラスは故ね′ト

学校ホ学年から中学1年生レベル､Bクラス

は携わ中学1年生から2年生レベル.Cグラス

は中学3年生レJ<′レで､高校受汝を目指す者

もこのクラスの対やとなっている.J.

(2)券育ICTの活用

少年院の半合は.在院石の井妹や併心が異

なるなかで効串的な学習戦略が求められてき

た.一般の学校現今でも様々な科目でlCTrの

gt人を先鹿けて取り組んでいる学校の報告も

増えてきた｡A少年院もまた､早くから.教

科教育におけるJCr(情#逓倍技術 IJlform

at)On And CommumcJluOnTeChJIOlogy)

の活用を釈みられてきたことは.一般にはあ

まり知られていない.

矧 こ.少年院にいる少年たちには.r捷覚｣

r視覚J｢運動｣の3つの予習スタイルのほう

が覚えやすく.淋Lt画蝕よりも､動画という

ように､個人に即した学習法 rラ-ニング･

スタイル｣を船供する方向に変わりつつある｡

A少年院では､平成26(2014)年に駅行的に

昭子船坂やタブレット端太が叫入された｡爽

際に､どこまで教科教官に1CT(情報i由倍技

節)を活用した梗兼を行い､1枚且が.ql子教

材を使いこなしている授濃を炎施しているか

といった問いに対してbJ答を得た｡

担当の書見からは､r視覚からとらえるこ

とが得意な世代だけに､tB子取壊の活用は.

各教科で所用している.特に､英指は発音の

問題もあり､音声や動画を再生したりできる

など､鵬 に捉kを集中させて凍兼を展朋す

ることができる.｣といった､メリットが伝

えられた.
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2014年の 日本hfjE教育学会でも､鈴木太

地等が､同様の倉見を報告 している｡r便乗

支援のツールとしてtB子教科書を内jEした電

子熱板を叫人することで､ .･要点をつかん

だ捜策 - ､(D-Jf性を持った援粟を行 うこ

とができ､②音声tt能を効果的に援粟で用い

ることを通 じて､在院生の■味 ･鰐心を引き

出すことができ.さらに､ ･ ③ヰ且の負

担軽減が大いに期待できるJといったICrの

活用への期待が述べられていた｡

また､紫での日珠では､t臼別学習する時間

も投定されている.そこでや別学習を強化す

るために.鈴水等 (鈴水等,2014,p98)によ

れば､rタブレット端末を用いた習魚別の ド

リル学習アプリなどの事人を考えている｣こ

とは､現在.必牢に応 じて中別担任の書見が

フォE7- しながら佃別学習の支援にあたって

いることが分かった.

また.4凸の芯では.r在院者にとっては,

復習や宿世などで.タブレット靖夫を使 うと

モチベーションが高まるので.勉強のつまず

きの克服となっている｡｣さらに.r学習支援

のツールが増えることは.槽斗する稚貝tNも､

わかりやすい群悦や.全件が増え､教材準備

を含めて､火抱の軽減につながっている｡｣

ことも見えてきた｡

居中が苦手な塀宅Elにとっては､花子教科藩

やPowerPolntで作成 したテキス トを屯子黒

板等に表示することができるので､その都度､

舶板にgFいていた時r甘Jを蒐i縮 し､本来の説明

や柑叫の時Iuを増やすことも可能である｡視

覚的､稔覚的にも拡大表示や､写井 ･音声 ･

動画等の軟甘楽材をフルに活用でき､音声に

ついては､英金缶の発音で苦労することがな

くなる.また､復習する意味でも.映像を止

めて表示 ･拡大などが栃単に操作でき.繰 り

返し学ぶことができ､棚 が､深まるといえ

ら.まさに.捷粟にメリハiIをつけることで､

飽きさせない授業展Eqや､集中力をiq.めると

いった載書効果が期待され活用 している.
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例えば､教科書やプロジェクター投影では

表現 しにくかったものが､リアルな色で鮮明

な画像を拡大して見せることができ.理科の

奥まや社会の操業だけでなく､3F数の立体図

形を回転表示 したりと､書JSだけの悦明では

伝わりにくいqB分を扱*的に捉えて伝わりや

すくすることが可能になった.つまり､写Jt

やあ再などを書手棚 に表示 し.視覚情報を

活かす浸兼は.在院者の■味 ･関心をiCめ､

理月度が上がるなど.こうした 見̀える化さ

れた捜兼'は.在院者の井味朋心をiKめだけ

でなく.耕 度の向上にもつながるといえる｡

したがって､情報jll付技術を活用 した､

′̀､イテク載背けと呼ばれるICTl故青の斗人

をいち早く振り入れたA少年院は.教科教育

にも大きな形Vを与えたといえる.それは.

教わるt■も､救える1Hも､限られた技恭時Rl

を有効に活用 し.兼 しさが加わった｡和田が

いう､r分かるまで救えるJ(和田,2009,p49)

という教育スタイルはJI持 しながらも､補正

教育における教科教育は､情報通I舌技術に期

待すべき点が多いにある｡

今後も､学習姓ILの乏 しい少年たちの学力

の向上を図るには､′芦習-の関心を高めさせ

るための.少叫 こ適 した軟材や栢革方法を吟

味 し､倹肘が必要となる｡その一つに､tl子

教科谷や参考gZ･等に､rル ビJがふられてい

る学習石川教材 (教科芯)等を活用 してい(

ことを期待する｡

(3)アクティブラーニング

平成29 (20ユ7)年3月.小･中学校の新 し

い学習指事変額が公示され (2020年度から

頼次米塩)､いわゆるアクティブ ラーニング

を通 して､主体的･対話的で深い学びを取り

入れた授粟を行 うことになった.A少年院に

おいても､アクティブ ラーニングを取り入

れた凍藁を幹行的に爽生してきた｡

少年Jf正の現廿では.集till生活上の/レール

として私籍が兼止されるべき時Tmがあるため､
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原則として私I岳l失禁というルールが存在して

いる｡つまり.r凍策に関係のない話をしな

いことや､他人の意見を書東すること.半月

の合Lgrがあればすぐに注目することなど､一

定のルールを示している｡｣､｢ルールが守ら

れない廿合や､日頃の生痛点度が悪い牡合は､

基礎クラスに戻ることがある事を提示｣され

ている (内村,2017,p153)｡

アクティブ･ラーニングといえども､この

ルー′レ遵守の枠内での桔動が求められる｡A

少年院の担当者は.その枠内において r信頼

閑操の中で.行われている)と#していた.

内村 (2017)に上れば､r応用クラスの授

業の-軌 こ､アクティプラ-ニンクを取り入

れ ･･主体的に々えることや､小グループに

分かられて払書的に学ぶ括軌を ･ 社会と】墾

科など-qBの科口に限定して来生しているj

様子が伝えられていた (p152)｡少年Ai正

施設という件の中で行う能動的学習について

は.学習過el(グループで考え･-話し合い-→

発裁)におけるルールと伯叔関係に基づいて､

英鳥されていると悦明を受けた｡

また､A少年院を事観した時にEfにとまっ

たのが､アクティブラーニ/グの一府として

熊灘されているわけでないが,r官業の貯金

邦｣という取組がある｡

この取組は､梅月.｢今月を振り返る｣と

いうテーマで､自分の免持ちにあった首兼を

新r州縦から探して切り抜き､コラージュ作品

を作っている.この活動を通して､自分の気

持ちやヰえをうまく伝えられない在院者たち

に､循*))や衣呪力を身に付けさせることを

ねらいにしている｡

作BL.を作るにあたっては､コラ-ジュに用

いている薪EM鉄は､自分の～引こなる記事や話

居になっているた7Fを.縫うなどしている｡

展示品はいずれ,も､テーマ性が明蝕で､今

生きている自分がいる社会での出来事を旺祝

し.キーワー ドを見つけ､今の自分の気持ち

と凍み合わせて､それを表現することで､見
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事な作品に仕上がっているものばかりだった｡

法務省の担当者に.この活動について頼経

をしたところ.教科指事の rアクティブラー

ニング｣との関連性はないことが分かったが､

基本的な純分での共通点はある活軸といえる.

Ⅱ 考 察

1 A少年庚での書手支tIの申姫について

A少年院に取らす､少年院に在院する多く

の少年は.rこれまでの中学校生活の中で浦

足に捜兼を受けておらず,また､捷全に意見

を甘い合ったり､発表したりする抜軟も乏し

い)(内村,2017,p153).特に.T書括能力の

発達の遅れや課手不足による牡♯力のなさが

みられ｣(岩坂,2008,p32)､少年の多くは､

r鵜中力が挽かず､落ちjfきに欠け.理AF力に

乏しい少年の集まりなので.教材の工夫や捜

兼の展ENには毎回苦労している｣(岩晩 2008,

p38)といわれてきた.教科教育の掃事以前

の閉切が少年たちには､山嶺しているため､

+且は.生活習tRの改背を&先し.教科教育

は､次の段階として捉えがちになる｡

さらに､教科指事のJlLさとして､[年間

を通じて五月雨式に入院があり､教科指単の

指導rN始時期がまちまちであるため､学校の

ように4月から翌年3月までの1年rHlを使って

摘叫針画を立てることは蘭農である｡その為､

少年院における教科政利 ま､学校における摘

草モデルをそのまま移牌することはできず､

学習相叫賛助のエyセンスを抽出しつつ.少

年院独EIの摘叶モチ/レの桝策がもとめられるJ

(# -̂,2010,p83).

また､rQl々 に乍習進展がまちまちである

ことから.一斉操典式方法による便乗にはか

なりの困#を伴うJ(和田,2009,p49)など､

r授業を爽JGする仙 ことっても枝美を受ける

QIにおいてt>朴i的/L仕業を進める上で.多

くの困JEを伴 うj(和田,2009,p50)といっ

た攻iBの声があった.

こうした様々な棚 が､ICrの一書人と7ク
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ティプラーニングの取り組みで大きく変わり

つつある.

そして先にも述べたように.A少年院は､

中学3年生を中心に収容する第1稚少年院な

ので､在拝していた中乍収との■集と､高校

建学に向けた支倭とZI並が必要不可欠になる｡

少年院という特殊性から.在院者の在特技の

あるgl所は様々で､広J*にわたるため.情報

収典が必弊なる (内村,2017,pp153-155).

中学校との1我は.人尿IS点から始まってお

り､少年が入院すると､少年段から中学校に

対して連抵することが鼓ねである.その内容

も多岐にわたっている.例えrf.救科教育と

して､各教科の援兵を受けていることは､出

席El政の取扱い.中間 ･学期末等の棚 間E

の送付があれrl対応している｡また.学佼関

係者の面会も.先方の希望率に応 じて7r重し

耕睡的に受け入れている.さらに､中学佼-

復学するgI合には､処jAのl故に進んだ段階

で.復学先の中学校に仮退院の大まかな時期

について連絡をしている｡仮退院が決定すれ

ば､その予近日を連絡している｡その際には､

生徒栃叶要録の様式で.その少年に関する事

項を紀催し､それを在籍校に送付している｡

また､在院中に中学枚を卒粟する場合には､

できるだけ卒兼柾谷の発行 (少年院法施行規

則18粂)で酢まさないように配慮している｡

基本的には､その後の社会復帰後の本人の利

益等を考え､中学校から卒業FiE番が発行され

るよう制娠している｡学校関係省､とくに学

校長には､出来る限り少年院内での卒兼鉦年

度与式にさ列して､本人に授与するようにお

顔いしている.附きとりでも.｢eEね､これ

まで.梅年40名～50名の卒業生がおり (近

年は.20名鹿度)､在院者一人一人に､それ

ぞれの中学校の校長先生等の学校関係者から

革茶托gFが手j*される.その時､学校名は云

わないで､耽み｣こけて手汝さる｡Jといった

再三Jtがなされている.

ある ｢プログ｣のコメントにA少年院の卒
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菜式の思い出として､r- 中には学校側が

卒秦荘香を汝されない人もあった｡かわいそ

うだよ｡その人は 少̂年院の名で卒業托書が

手狂された. - 次は俺の者だ.**中学の

担任の先生と校長先生が姓上に立つ｡**中

学3年2絶**lJ､この時.少年は書通の中

学卒業生として､再非行をしない誓いを強め

ることになるJ と払っていた｡

高校入学に向けた)生は､在院者の意向を

神津した上で､保gEbの#向を面鋲やt話で

換り返しdl偲している.保事者の意向を在院

者に投げかけ､再度.本人とのI集を回って

いる.■且を交えた三b面故や､在拝枚の先

生など､進路を斗促しながら■集を進めてい

ら.

在成中にiqI授受*する半合は､矧 こ中学校

との連携が丑更となる.受♯校の情報や必要

壬類の鞘 などについて､中学校とやり取を

することになる.また､在院昔が院外での安

牛する甘合は.Jk負が受故甘所まで同行する

ことや､在院者を保甥%･Jこ一時的に掛 ナて受

験gI所に行かせることもある｡受故地が速方

であれば､近熊の少年ZBJJ所で一時的に収容

する手税を取る零して､受gkの便宜を囲って

いる｡

空に2017年度には.法被省端正局が作成

した r佳学支倭ハンドブックJが発行され､

在院省全nlこ配Jf】されている｡

今後､修学支援情報船供等紺火業務､通称

r性学支援デスクJの仕組みも軽えられつつ

ある｡転入学等を希盟する在院56の仮退院の

時期や帰任地域､希豆進路などについて.香

托栗石から情報が符られるなど支横が増えつ

つある.

2 少年院における♯学支蛙の充実化

r捗学支援の文資性Jについては､わが国

では､ほとんどの着がfq掛 こ連字する状況に

ある｡しかし.少年院入院者の29%.受胴着

の37%が高校に進学していない｡また.高校
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に進学したとしても､高校を中退している者

も多く､少年院入院者の37%.受用者の25%

がiqI佼中退Bである (H28年確正式計年報)｡

少年院の r出院者のtF学 就労状況｣をみる

と､2879人のうち.r出院時に進学 ･復学

が決定していた者Jは､少救 (71%)で､

r遵守を希免&.したが未定者Jは､155%い

ら.その為.乗乍金の相較怒E)は必要となる.

就労希豆Liの中にも､JL茶の連択肢を拡大や

故労鮎 のためのキ格取得の学びを必要とし

ている名が一正赦存在していることからも､

tF学支援仲竹は玉羊となる.

dE学支tllこおける脚 については. 1 学

校や地J&における非行の未然防止に向けた関

係枚関との連携を強化すること｡そして､2

搬 した学びや進学 ･復学のための支援等が

十分でないことから､兵体的Ji兼としては､

②非行gFによる学校教育の中断の防止等､③

学校や地域社会において再び学ぶための支援

が示された.

現在.法携省と文部科学省は連携を回りな

がら.俳学支世の炎耕を上げている.例えば､

中乍佼革某程度促定一抗争及び高等学校卒業程

度1隠iii'釈gtを魔牧内で実施しているほか､

少年院においでは,在掃学校と連携した教科

摘叫の爽施.過学 位学先の学校に係る情報

の松供､布等I芦校等の受験に係る調整等を実

施しているからである｡

3 今後の排増

少年院における輯正教育の益本的な凍れは､

入院から出院まで､新入時教育 (事入 ･オリ

エンテ-シ5ン等) .中ml期教育 (本格的

教育相叫) ･出院や偏教育 (社会生活を目前

にした､いわば仕上げの教育指事)という凍

わばオーダーメイ ドで作成される仲人別のhi

正教7r朴再に沿って,一人一人に設定される

故甘日切を達成するよう､様々な教育内容 .

方法が展ENされるJ(～.1989.p92)｡
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それは､在院者にとっては､かなり厳しい

枠のある生活を強いられる.林 (2013)に

よれば.(軟軌 こついての考え方は､ ･

(Dr生活するJ哩)r件牧するJI(診r身に付け

るJI④ r見つめるJ⑤ rヰえるJj(p92)と

いう5つのキーワ- ドで政明している1.)｡

この5つの扱点は.まさに､rwlthの柵斗 )

であり､共に生きるJLJLの姿といえる.それ

は､彼らに生きる希望や力を与えることにつ

ながり.再び､戻ることなく､社会で幸せに

生きることができるよう,指事し､支援する

Bt正救背の姿を示している.

新たな仰*通侶技術を前にして､少年院独

自の rl司別｣Ir一斉J r協力Jの三つの

スタイルの学習を取り入れながら.薪たな授

兼スタイルの技術J)が､XA正+且に謙された

といえる｡

しかし､もし､将来的に可能であるならば､

地点学習を炎攻する支旗のあり方の一つとし

て.逮閑地 (在籍中学校)との按椀による､

新たな捜兼スタイルの堆供 (知的財産権の問

題をクリア-)していくことが可能となるこ

とを期待したい.
おわリに

就学頻坊と就乍保恥 こついては､社会的に

どこまで理解され､根知されるかといえば､

極めて少数56-の関心非にとどまっているとい

える｡修学の意免について､法務省は､｢人

が成長 ･発達するとで学びの機会が与えられ

ることは､自己の人格を磨き､唖全な社会の

一旦としてFl立するた桝 こ水野である.｣と

している｡しかし､少年院の在院Rの教育を

受ける権利を回としてどのように保障してい

くべきであろうか｡

r少年院でも分校の付投が望まし｣と発音

した′ト畑の俊秦 (再犯防止推進計再等検討会

第4回)は育期的であり.今後も検討してい

く必要はあるが､法務省が示す r再犯防止推

進計ii｣(2017年12月15日阿鼓決定)では､
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r斗正銘牧とJ'It校との連携による円滑な学び

の鮭税に向けた取組の充発｣に留まり､分校

化の問題は触れられていなかった｡

情報油情技術 (JCr)の発展に伴い､少年

院におけるICTを活用した教育方甑は､始まっ

たばかりだが､七千熊儀やタブレyトを上手

く活用することで､td別 .一斉 ･協同の捜兼

が可能になった,将来的には.在籍校や関連

島牧など､ネットワーク化を回り､双方向で

の情報共有や捜美ができることを期待 したい｡

政府は.r2020年までに全国の小 ･中学校

で1人1台のタブ レット始末の兼や)すると

してお り.今後､各地にある少年院でもタブ

レット城東の事人がもっと増えて､それを活

用 した教Ikが発展することを期待 したい｡そ

の先ギけとなるのが.A少年院ということだ

ろう.

改めて乍硬の故月は.ht正Ji設収容の児童

や生徒を取り扱った柾gtがない取り､溝正美

枚での様子に関心を示す者は少ない.ただ､

最近では.木浦で紹介 した東萩教育牲握に特

化 したA少年院へのされを希望する中学校我

見は､増えていると洲く.学校の教員と嬢正

関係省の交流がさらに進むことを期待 してや

まない｡

最後に.少隼院のaq鼓に当たり､ご理解､

ご協力を頂きまいた法携省購正局少年庸正現

の皆様には感軒巾し上げます｡

【注】

I)以下 ｢さ考史料｣歩牌｡

2)法坊省 *姿料1r《現状と鵬 》犯罪を

した石等に対する ･学校等と連携した修

乍支接の爽策等 ･効果的な指grの実施

等JI5http〟wwymo)go)p/contenuO

01227057pdfアクセス2018928検討す

べ書棚 ((D犯罪をした者等の進路選択

の伯が狭い｡a)犯罪 非行を理由として

学びを鵬 すること等が閑Jlになる甘合

がある.⑳犯罪をしたR等が再び学校等
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で学ぶための支康等が不足 している｡)

3)CAPAS (Correct)ort81 ASS(℃lat10n

PsychologlCAIAssessmentSene8)学

力テス トとは､財E]]法人溝正tB会作成 し

た知能にBgする検査で､平成 25年に

発flJされた r平成 24年Jl正托計年報

IJでは.CApAS の検査軌 こよる扶計

について.r知能指数 (相当甘)Jから

r能力倹載 せ)と名券が変空されている｡

4)①生活する JA正教書ri,生活を教材と

して学ぶ教書である.②体鼓する iA正

教育は,成功体Jk･達成感から自信を疎

める載音である.③身に付ける 斗正教

育は,生活向上のための技能と知書を身

に付ける教書である.(わ見つめる AL正

鼓青は.反省を深め本当の更生を考える

教Jkである｡⑤1える Jt正教育は.土

かな人間性を育み人生のEl的を考える教

rifである.

【♯書*料】
･岩坂秀樹rCAPAS学^テストから見える

もの｣r絹正教Jh研究J53､2008年､
pp31･39

菊池和典r非行中学生に対する保護システ

ムの曳状とrL"雌点 一拍携教育との調和を

考える-｣r犯罪利金JL声研究上 8､L983年､

pp75-91.
･斉木稔 r赤城少咋院における教科教育｣r日本確正教育学舎弟47回大会発兼飴文鮎J2011.pp83･85
1鈴木太地･佐野雅之 ･新井俊行 ･西野直人

r花子船坂等の教育ICTの斗人について-

そのIIJr日本hf正教JGJ'ft会第50回大会

発表冶文炎Jl2014.pp97-101

･谷村日昭r少年ht正の現卓から (第4匝り

少年院における載科相称及びBt学支援の敢

組についてjr宴鹿の法と漉判J2017､

pp151~155

･林 和治 r少年屍における教育 を 遇って-
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一教官の鼓Jkをidlして 一Jr早稲El]大学社

会安全政策研究所紀要JI第5号.2013年.

pp80-102

･frlmltr赤城少年院における教科教育とそ

の摘叫｣r刑枚Jl120巻10号､2009年､pp

LI8一･57

1E野X r少年院の現状と放題一少年院法の

改正を受けて一Jr早格EEI大学社会安全政

策研究所党葬J9.2016年､pT)97-113

(姿科8)牡凍省大臣官房群書Zt再犯防止推

進基､r再犯防止推進軒声の土要についてJI

杜全 .せ3月朋係主管諌長会せ (平成30

年3月1日PIfl)

httpこ//wwwmhl､vgo】plstqshlng12M 1

95476html
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